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金
融
改
革
の
原
点

　

1
9
8
4
年
10
月
、
中
国
共
産
党
第

12
期
中
央
委
員
会
第
3
回
全
体
会
議
（
12

期
三
中
全
会
）
は
、
そ
の
5
年
前
に
農
村

部
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
同
国
の
経
済
制

度
改
革
を
都
市
部
に
拡
げ
、
計
画
経
済
に

商
品
経
済
の
要
素
を
取
り
込
ん
で
ゆ
く
こ

と
を
決
定
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、国
務
院

（
内
閣
）
は
金
融
制
度
改
革
研
究
小
組
（
委

員
会
）
を
立
ち
上
げ
、
金
融
改
革
の
方
向

性
を
検
討
さ
せ
た
。

　

当
該
委
員
会
は
、
関
係
政
府
部
門
の
幹

部
だ
け
で
な
く
、
30
代
半
ば
の
研
究
者
や

人
民
銀
行
（
中
央
銀
行
）
の
若
手
ス
タ
ッ

フ
も
メ
ン
バ
ー
と
し
て
呼
び
込
み
、
金
融
に

関
す
る
諸
問
題
の
実
態
調
査
を
進
め
る
と

と
も
に
、
国
内
外
の
専
門
家
と
の
意
見
交

換
を
積
極
的
に
行
っ
た
。
委
員
会
に
若
手

を
加
え
た
の
は
、
計
画
経
済
を
追
求
し
た

旧
制
度
に
捉
わ
れ
な
い
、
斬
新
な
発
想
を

求
め
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

委
員
会
は
、
金
融
改
革
の
大
目
標
と
し

て
、
①
中
央
銀
行
が
金
融
市
場
調
節
を
自

在
に
行
え
る
体
制
を
確
立
す
る
、
②
中
央

銀
行
を
中
心
に
、
多
種
類
の
金
融
機
関
が

併
存
す
る
金
融
シ
ス
テ
ム
を
徐
々
に
構
築

す
る
、
③
多
様
な
信
用
供
与
手
段
や
融
資

ル
ー
ト
を
発
展
さ
せ
る
、
④
金
融
機
関
に

経
営
自
主
権
を
与
え
、
自
ら
の
判
断
で
責
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中国国有企業改革の実相

す
る
と
い
う
経
済
体
制
改
革
の
大
方
針
の

下
で
、
金
融
と
い
う
「
市
場
経
済
の
権
化
」

の
よ
う
な
機
能
を
適
切
に
拡
充
し
て
い
く

難
し
さ
は
、
当
初
の
想
像
を
大
き
く
超
え

て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、
当
時
若

手
研
究
者
と
し
て
議
論
に
参
加
し
た
メ
ン

バ
ー
の
中
に
は
、
現
在
、
政
府
部
門
の
責

任
あ
る
立
場
で
、
改
革
の
推
進
に
当
た
っ
て

い
る
人
も
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
同
国
の
金

融
制
度
改
革
を
後
退
さ
せ
な
い
力
の
重
要

な
部
分
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

国
有
企
業
改
革
の
負
担
の
し
わ
寄
せ

　

70
年
代
半
ば
の
中
国
は
モ
ノ
バ
ン
キ
ン

グ
・
シ
ス
テ
ム
で
、
銀
行
と
し
て
は
人
民

7 JC ECONOMIC JOURNAL 2016.8

任
を
も
っ
て
融
資
を
実
行
し
、
リ
ス
ク
管

理
を
行
う
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を
提

案
し
、
そ
れ
ら
は
党
中
央
の
方
針
と
し
て

大
筋
で
認
め
ら
れ
た
。

　

30
余
年
の
時
間
を
経
た
現
在
、
中
国
の

金
融
セ
ク
タ
ー
が
提
供
す
る
資
金
量
は
当

時
の
４
百
倍
近
い
規
模
に
達
し
（
図
1
）、

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
か
な
り
効
く
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
80
年
代
に
設

定
さ
れ
た
金
融
改
革
の
目
標
は
、
今
な
お

重
要
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
当
時
の
目
標
設
定
が
本
質
を
突
い

て
い
た
こ
と
と
、
そ
の
後
の
困
難
が
大
き

か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
計

画
経
済
か
ら
市
場
経
済
に
漸
進
的
に
移
行

銀
行
一
行
が
存
在
す
る
だ
け
だ
っ
た
。
78

年
か
ら
84
年
に
か
け
て
、
4
つ
の
専
業
銀

行
（
農
業
、
中
国
、
建
設
、
工
商
銀
行
）

が
再
建
な
い
し
人
民
銀
行
か
ら
分
離
す
る

形
で
設
立
さ
れ
、
人
民
銀
行
は
中
央
銀
行

業
務
に
特
化
し
た
。
80
年
代
後
半
か
ら
、

多
種
多
様
な
金
融
機
関
の
設
立
が
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
は
証
券
会
社

や
保
険
会
社
を
は
じ
め
、
市
場
経
済
国
に

あ
る
よ
う
な
金
融
機
関
は
ひ
と
と
お
り
そ

ろ
っ
て
い
る
が
、
同
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
が

銀
行
を
核
と
し
た
間
接
金
融
優
位
の
状
況

で
あ
る
点
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。
最
近

で
も
、
非
金
融
民
間
部
門
の
資
金
調
達
の

7
割
前
後
は
、
銀
行
貸
出
に
よ
っ
て
賄
わ

れ
て
い
る
。

　

図
2
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
80
年
代
お

よ
び
90
年
代
の
中
国
の
経
済
成
長
の
振
れ

は
大
き
く
、
そ
の
動
き
に
つ
れ
る
よ
う
に

銀
行
貸
出
が
急
伸
す
る
こ
と
も
少
な
く
な

か
っ
た
。
経
済
制
度
改
革
の
初
期
段
階
に

お
い
て
は
、
例
え
ば
紡
績
企
業
の
設
備
高

度
化
の
た
め
の
融
資
な
ど
、
国
の
産
業
政

策
に
呼
応
し
た
資
金
供
与
の
か
な
り
の
部

分
を
国
有
銀
行
が
担
っ
て
い
た
。
ま
た
、

92
年
に
国
有
企
業
の
経
営
メ
カ
ニ
ズ
ム

を
転
換
す
る
た
め
の
条
例
が
制
定
さ
れ
る

と
、
国
有
銀
行
は
国
有
企
業
の
リ
ス
ト
ラ

支
援
の
た
め
に
、
利
子
減
免
、
債
権
放
棄

な
ど
の
協
力
を
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

　

当
時
の
風
潮
と
し
て
、「
財
政
も
、
国

有
企
業
も
、
国
有
銀
行
も
、
い
ず
れ
も
国

の
も
の
で
あ
り
、
究
極
の
資
金
の
出
所
は

同
じ
だ
し
、
利
益
の
行
き
先
も
同
じ
」
と

い
っ
た
認
識
が
関
係
者
の
間
で
共
有
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
意
義
の
相
違

を
踏
ま
え
て
組
織
を
運
営
す
る
と
い
っ
た

意
識
は
乏
し
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
運
営
の
結
果
、
国
有
商
業
銀
行
は

多
額
の
不
良
債
権
を
抱
え
、
2
0
0
0
年

前
後
に
は
深
刻
な
資
本
不
足
に
陥
っ
て
し

ま
っ
た
。

（出所）中国人民銀行、国家統計局

図 1  中国のマネーサプライの推移

表 1　2002 年頃の国有商業銀行の不良債権の原因

不良債権の原因（銀行の自己申告ベース） 構成比
(%)

銀行自らの経営管理ミスによる 10.4 
重複建設、環境汚染等への対応として国が設備の稼働
停止や施設の閉鎖等を命令した 9.4 

国有企業の経営不振による 29.8 

国の要請に応じた貸出条件の変更等による 6.8 

国の指示に従って実行した政策性貸出が不良化した 32.4 

地方政府の介入等による 11.2 
（出所）成思危 [2006]

図 2  中国の名目 GDP および貸出残高の推移
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で
、
同
国
政
府
は
03
年
か
ら
2
回
目
の
政

策
支
援
に
乗
り
出
し
、
従
来
の
国
有
商
業

銀
行
4
行
に
交
通
銀
行
を
加
え
た
5
行
を

対
象
に
、
公
的
資
本
注
入
と
不
良
債
権
の

A
M
C
へ
の
移
管
を
認
め
、
さ
ら
に
香
港

で
の
株
式
上
場
を
目
指
さ
せ
た
。

　

改
革
を
促
す
触
媒
と
し
て
海
外
上
場
を

採
用
し
た
の
は
、
国
内
よ
り
も
厳
し
い
市

場
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
で
、
国

有
商
業
銀
行
に
抜
本
的
な
意
識
改
革
を

促
す
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
地
方
政
府

や
国
有
企
業
は
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
浸

透
を
目
指
す
銀
行
制
度
改
革
に
抵
抗
し
が

ち
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
圧

力
を
排
除
す
る
狙
い
も
あ
っ

た
。
05
年
か
ら
10
年
に
か
け

て
、
5
行
は
香
港
と
上
海
に

株
式
を
上
場
さ
せ
た
。
同
じ

頃
、
国
有
商
業
銀
行
に
次

ぐ
資
産
規
模
を
有
す
る
株

式
制
商
業
銀
行
の
う
ち
8
行

も
、
政
府
の
奨
励
に
応
じ
て
、

株
式
を
上
場
さ
せ
た
。

　

株
式
上
場
後
、
主
要
上

場
銀
行
（
13
行
）
は
順
調

に
収
益
を
上
げ
続
け
た
が
、

こ
こ
に
き
て
変
調
の
兆
し
が

見
え
始
め
て
い
る
（
図
3
）。

銀
行
収
益
伸
び
悩
み
の
主
因

は
、
資
金
利
鞘
（
資
金
運

用
金
利
と
資
金
調
達
金
利
の
差
）
の
縮
小

と
不
良
債
権
増
（
図
4
）
を
受
け
た
貸
倒

引
当
金
の
増
加
で
、
市
場
で
は
こ
れ
は
一

時
的
な
現
象
で
は
な
い
と
み
ら
れ
て
い
る
。

　

資
金
利
鞘
に
つ
い
て
は
、
高
度
経
済
成

長
の
終
焉
と
と
も
に
企
業
の
資
金
需
要
が

後
退
す
る
と
見
込
ま
れ
る
中
、
優
良
顧
客

を
巡
る
銀
行
間
の
競
争
が
激
化
し
、
貸
出

金
利
を
引
下
げ
、
預
金
金
利
を
引
上
げ
る

方
向
へ
の
圧
力
が
強
ま
る
可
能
性
が
高
い
。

さ
ら
に
近
年
は
、
証
券
投
資
な
ど
を
絡
め

た
財
テ
ク
商
品
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
金
融

に
よ
る
預
金
類
似
商
品
が
次
々
と
登
場
し

て
お
り
、
預
金
金
利
上
昇
の
圧
力
が
強
ま
っ

て
い
る
。
一
方
、
経
済
成
長
が
鈍
化
す
る

中
で
、
中
国
の
工
業
セ
ク
タ
ー
は
深
刻
な

過
剰
生
産
能
力
の
問
題
に
直
面
し
て
お
り
、

そ
の
調
整
過
程
で
は
銀
行
が
利
子
減
免
や

債
権
放
棄
を
求
め
ら
れ
、
不
良
債
権
を
増

加
さ
せ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
、

地
域
に
よ
っ
て
程
度
は
異
な
る
も
の
の
、
不

動
産
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
、
銀
行
の
債
権
回

収
に
影
響
が
及
ん
で
い
る
事
例
が
少
な
く

な
い
と
の
報
道
も
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況

は
、
短
時
間
で
は
変
化
し
な
い
だ
ろ
う
。

「
金
融
の
実
体
経
済
へ
の
貢
献
」と

リ
ス
ク
管
理
の
バ
ラ
ン
ス

　

中
国
の
今
次
五
カ
年
計
画（
16
〜
20
年
）

で
は
、
国
有
企
業
改
革
に
関
し
て
は
、
多

商
業
銀
行
の
建
て
直
し

　

97
年
の
ア
ジ
ア
金
融
危
機
に
よ
っ
て
、

金
融
シ
ス
テ
ム
が
健
全
で
あ
る
こ
と
の
重

要
性
を
認
識
し
た
中
国
政
府
は
、
国
有
商

業
銀
行
の
建
て
直
し
を
優
先
課
題
に
据
え

た
。
そ
し
て
、
翌
年
か
ら
2
0
0
0
年

に
か
け
て
、
4
行
の
資
本
金
を
財
政
資
金

で
補
充
す
る
と
と
も
に
、
貸
出
残
高
の
2

割
以
上
に
相
当
し
た
不
良
債
権
を
、
簿
価

で
専
門
買
取
り
機
関
（
資
産
管
理
公
司
、

以
下
A
M
C
）
に
引
き
取
ら
せ
た
。
し
か

し
、
国
有
商
業
銀
行
の
財
務
内
容
は
い
っ

た
ん
回
復
し
た
も
の
の
、
2
、
3
年
後
に

は
政
府
支
援
実
施
前
と
大
差
の
な
い
状
況

に
戻
っ
て
し
ま
っ
た
。
国
有
商
業
銀
行
の
不

良
債
権
比
率
が
再
び
20
％
を
超
え
た
理
由

に
つ
い
て
、
銀
行
サ
イ
ド
は
、
国
の
政
策
に

応
じ
た
国
有
企
業
支
援
の
影
響
が
大
き
い

と
み
な
し
て
い
た
（
表
1
）。

　

中
国
は
01
年
12
月
に
世
界
貿
易
機
構

（
W
T
O
）
に
加
盟
し
た
が
、
加
盟
後
5

年
以
内
に
銀
行
業
を
完
全
に
対
外
開
放
す

る
と
約
束
し
て
い
た
た
め
、
外
国
銀
行
と

の
競
争
に
備
え
、
主
要
銀
行
の
財
務
内
容

の
改
善
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
。
そ
こ

図 4  商業銀行の不良債権の動向（四半期末）
（出所）各行財務報告

図 3  主要上場商業銀行の税引前利益の推移
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計
画
中
（
01
〜
05
年
）
に
は
1
・
9
倍
に

拡
大
し
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
A
M
C
に

移
管
さ
れ
た
不
良
債
権
額
は
相
対
的
に
小

さ
く
な
っ
た
。
ま
た
、
好
景
気
の
下
で
は
、

新
規
ビ
ジ
ネ
ス
参
入
者
も
多
く
、
国
有
企

業
の
営
業
権
譲
渡
や
機
械
設
備
の
売
却
が

容
易
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。さ
ら
に
、

同
時
期
に
は
住
宅
政
策
の
大
転
換
（
持
家

奨
励
）
を
受
け
て
不
動
産
価
格
が
高
騰
し
、

担
保
不
動
産
の
処
分
を
進
め
や
す
か
っ
た

と
い
う
状
況
も
あ
っ
た
。
今
後
は
そ
の
よ

う
な
「
幸
運
」
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
。

　

主
要
商
業
銀
行
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
十

分
な
貸
倒
引
当
金
を
有
し
て
い
る
ほ
か
、

伸
び
が
鈍
化
し
た
と
は
い
え
利
益
を
計
上

で
き
て
い
る
。
従
っ
て
、
企
業
の
債
務
負

担
削
減
に
協
力
す
る
余
地
が
な
い
わ
け
で

は
な
い
。
た
だ
し
、
上
場
銀
行
と
し
て
市

場
の
目
に
晒
さ
れ
て
い
る
以
上
、
債
権
放

棄
等
の
支
援
要
請
に
応
じ
る
に
は
、
市
場

参
加
者
に
説
明
可
能
な
理
由
が
必
要
で
あ

る
。

過
剰
生
産
能
力
の
削
減
と
銀
行
に

期
待
さ
れ
る
役
割

　

今
年
の
政
府
経
済
運
営
に
お
い
て
は
、

過
剰
生
産
能
力
の
削
減
が
重
要
課
題
の
ひ

と
つ
に
な
っ
て
い
る
。
中
国
の
経
済
、
財

政
、
金
融
に
関
す
る
政
策
の
基
本
方
針

を
討
議
、
決
定
す
る
中
央
財
経
領
導
小
組
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岐
に
わ
た
る
項
目
の
中
に
、
企
業
活
力
を

増
強
す
る
と
と
も
に
、
競
争
力
の
劣
る
企

業
を
秩
序
立
っ
た
形
で
市
場
か
ら
撤
退
さ

せ
る
と
い
っ
た
目
標
が
含
ま
れ
た
。
目
標

達
成
の
た
め
に
は
、
金
融
面
か
ら
の
支
援

が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
金
融
制
度

改
革
の
大
目
標
と
し
て
は
、「
金
融
の
実
体

経
済
に
貢
献
す
る
効
率
を
向
上
さ
せ
、
ま

た
、
経
済
構
造
転
換
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
能

力
を
向
上
さ
せ
る
」
こ
と
や
、「
金
融
リ
ス

ク
を
効
果
的
に
防
止
し
、
管
理
す
る
」
こ

と
が
掲
げ
ら
れ
た
。

　

人
民
銀
行
・
周
小
川
行
長
は
、
昨
年
11

月
、
五
カ
年
計
画
中
の
金
融
制
度
改
革
の

重
点
に
つ
い
て
解
説
し
た
際
、「
中
国
経
済

が
高
速
成
長
か
ら
中
高
速
成
長
に
移
行
す

る
に
つ
れ
、
高
速
成
長
に
よ
っ
て
蓋
を
さ
れ

て
い
た
構
造
矛
盾
や
体
制
上
の
問
題
な
ど

が
、
徐
々
に
表
面
化
し
て
き
た
」
と
指
摘

し
、
金
融
リ
ス
ク
管
理
の
重
要
性
を
強
調

し
た
。
銀
行
業
監
督
管
理
委
員
会
も
、
折

に
触
れ
、
金
融
が
実
体
経
済
に
貢
献
す
る

た
め
に
は
、
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
整
備
が

大
前
提
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

00
年
前
後
の
国
有
銀
行
の
不
良
債
権

集
中
処
理
時
に
は
、
高
度
経
済
成
長
の

お
か
げ
で
、
債
権
償
却
等
の
痛
み
を
緩

和
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
中
国
の
名
目

G
D
P
は
第
9
次
五
カ
年
計
画
中
（
96

〜
2
0
0
0
年
）
に
1
・
6
倍
、
10
次

（
ト
ッ
プ
は
習
近
平
・
共
産
党
総
書
記
兼

国
家
主
席
）
は
、
今
年
5
月
の
会
議
に
お

い
て
、
当
面
、
共
産
党
と
政
府
は
「
三
去

一
降
一
補
（『
三
去
』
は
、生
産
能
力
、在
庫
、

過
剰
債
務
の
削
減
、『
一
降
』
は
生
産
コ
ス

ト
の
引
下
げ
、『
一
補
』
は
弱
点
分
野
の
補

強
）」
に
重
点
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
確
認

し
た
。
こ
の
方
針
が
政
策
措
置
と
し
て
実

行
に
移
さ
れ
る
過
程
で
は
、
商
業
銀
行
に

プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
る
可
能
性
が
高
い
。

　

す
で
に
今
年
4
月
、
人
民
銀
行
と
銀

行
、
証
券
、
保
険
の
3
監
督
委
員
会
が
連

名
で
通
達
を
出
し
、
鉄
鋼
お
よ
び
石
炭
産

業
の
過
剰
生
産
能
力
削
減
に
対
す
る
金
融

面
か
ら
の
支
援
方
針
を
公
表
し
た
。
通
達

は
、
金
融
機
関
に
対
し
、
①
設
備
投
資
関

連
融
資
は
、
対
象
に
よ
っ
て
条
件
に
差
を
つ

け
て
実
行
す
る
こ
と
（
製
品
の
質
が
悪
く
、

成
長
が
期
待
で
き
な
い
企
業
か
ら
の
融
資

引
き
上
げ
を
含
む
）、
②
企
業
の
過
剰
債

務
削
減
に
つ
な
が
る
直
接
金
融
市
場
を
育

成
す
る
こ
と
、
③
再
建
可
能
な
企
業
に
つ

い
て
は
債
務
リ
ス
ト
ラ
に
協
力
す
る
一
方
、

企
業
の
吸
収
合
併
向
け
の
資
金
需
要
に
も

適
切
に
応
じ
る
こ
と
、
④
リ
ス
ト
ラ
人
員

や
関
連
企
業
が
新
た
な
有
望
ビ
ジ
ネ
ス
を

起
こ
そ
う
と
す
る
動
き
に
対
し
、
創
業
融

資
の
道
を
開
く
こ
と
、
⑤
輸
出
や
海
外
進

出
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
、
な
ど
を
奨
励

し
て
い
る
。
ま
た
、
銀
行
に
対
し
、
不
良

債
権
の
償
却
を
先
延
ば
し
し
な
い
こ
と
や
、

不
良
債
権
証
券
化
の
実
現
に
向
け
た
努
力

を
す
る
こ
と
な
ど
も
求
め
て
い
る
。

　

持
続
可
能
な
経
済
成
長
を
実
現
す
る
た

め
に
は
、「
金
融
が
実
体
経
済
に
貢
献
す

る
」
と
い
う
目
標
は
、
経
済
合
理
性
に
か

な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め

に
は
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
活
か
す
こ
と

が
役
に
立
つ
は
ず
で
、
民
間
資
本
や
民
営

企
業
の
力
を
取
り
込
む
こ
と
も
有
効
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
日
本
の
経
験
で
は
、
企
業

の
過
剰
債
務
と
銀
行
の
不
良
債
権
処
理
に

お
い
て
、
関
係
者
が
問
題
の
大
き
さ
に
怯

み
、
景
気
回
復
を
期
待
し
て
対
応
を
先
送

り
し
、
結
果
と
し
て
問
題
を
さ
ら
に
深
刻

に
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
た
。
政
府
、
企
業
、
銀
行
が
問
題
の

所
在
を
正
確
に
把
握
し
、
リ
ス
ク
に
対
す

る
認
識
を
共
有
し
た
う
え
で
、
痛
み
を
伴

う
対
処
に
果
敢
に
取
り
組
ん
で
ゆ
く
決
意

を
鈍
ら
せ
な
い
こ
と
が
、
極
め
て
重
要
で

あ
る
。
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